
別紙（第６条関係）

介護老人福祉施設鷲ヶ峯（通所介護）利用料金表

令和元年10月1日現在

１．介護報酬に係わるもの（１割負担）

項目 区分 要介護状態区分
介護報酬 利用者負担額 利用者負担額 利用者負担額

単位 金額（１０割） （１割負担） （２割負担） （３割負担）

①

基
本
額

【通常規模型】 要介護１ 　648単位  6,946円  694円

サービス提供に対する 要介護３   887単位  9,508円

1,388円 2,082円

７時間以上８時間未満の 要介護２  765単位  8,200円  820円 1,640円 2,460円

950円 1,900円 2,850円

１日あたりの料金 要介護４   1,008単位  10,805円  1,080円 2,160円 3,240円

要介護５   1,130単位  12,113円  1,211円  2,422円  3,633円

②

加
算
額

個別機能訓練加算（Ⅰ）
　　　　　（対象者のみ）

１日の料金  ４６単位 ４９３円 　　５０円 　１００円 　３００円

個別機能訓練加算（Ⅱ）
　　　　　（対象者のみ）

１日の料金  ５６単位 ６００円 　　６０円 　１２０円 　１8０円

　１３０円 　１９５円

入浴介助加算
　　　　　（対象者のみ）

１日の料金  ５０単位 ５３６円 　　５４円 　１０８円

　 １８単位 　１９３円 　　　２０円 　　　４０円

　１６２円

若年性認知症利用者受入加算
　　　　　　（対象者のみ） １日の料金  ６０単位 ６４３円 　　６５円

　　　６０円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １日の料金 　 １２単位 　１２９円 　　　１３円 　　　２６円 　　　３９円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １日の料金

　９８円 　１４７円

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １日の料金 　 ６単位 　６４円 　　　７円 　　１４円

６０単位 ６４４円 　６５円 １３０円

　　２１円

中重度ケア体制加算 １日の料金 ４５単位 ４８３円 　４９円

１９５円

生活機能向上連携加算 月額 ２００単位 ２１４４円 　２１５円 ４３０円 ６４５円

認知症加算 １日の料金

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １日の料金 （①基本報酬＋②加算報酬（1ヶ月））×１％

【利用者負担の計算方法】
①②③の計算による１ヶ月のサービス合計単位数×１０．７２円（川崎市の地域加算）-９割分（小数点以
下切捨て）＝利用者負担(1割分）
ただし、金額は小数点以下切捨てなので、多少の誤差が出ます。

２．その他の費用（利用者負担１０割）

③
加
算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （①基本報酬＋②加算報酬（1ヶ月））×5.9％１日の料金

３．介護保険運営基準外の費用（利用者負担１０割）

・キャンセル料　　　　１回につき 　１回　　　３４４円

・食費（食材料費と調理に係わる費用）　１日につき 　５７８円

・おむつ代（利用者の希望で提供した場合） 　実費（１枚１５０円程度）

・通常の実施地域以外への送迎費（川崎市以外への送迎） 　実費（公共交通機関相当額）


